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ブルームワールド岩沼の届出概要について 

（法第 6条第 2項 変更） 

 

１ 届 出 者  株式会社上の組 

２ 届 出 日  令和５年１１月８日 

３ 店舗の名称  ブルームワールド岩沼 

４ 店舗設置者  株式会社上の組 代表取締役 上野恭司  

         岩沼市藤浪一丁目５番３２号 

５ 店舗所在地  岩沼市藤浪二丁目２０５-１ 外 

６ 変更しようとする事項 

  大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

① 駐車場の収容台数 

（変更前）位置：添付図４参照 収容台数：９３３台 

   （変更後）位置：添付図５参照 収容台数：３００台（指針による必要台数：１２５１台） 

② 駐輪場の収容台数 

（変更前）位置：添付図４参照 収容台数：３０９台 

   （変更後）位置：添付図５参照 収容台数： ２３台（指針による必要台数：４６５台） 

   ③ 荷さばき施設の位置及び面積 

   （変更前）位置：添付図４参照 面積：４０５㎡ 

   （変更後）位置：添付図５参照 面積：２４２㎡ 

   ④ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量  

   （変更前）位置：添付図４参照 容量：６４．５㎥  

   （変更後）位置：添付図５参照 容量：３５．５㎥ （指針による必要容量：２５．５㎥）  

  

■変更に関するもの以外の事項 

１ 店舗面積 １６，２６６㎡ 

２ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 （１）大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 午前９時～午後１１時 

（２）来客が駐車場を利用することができる時間帯          午前８時３０分～午後１１時１５分 

（３）駐車場の自動車の出入口の数                 ２箇所 

（４）荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯    午前６時３０分～午後８時３０分 
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住民説明会の実施状況 

 

開催日時 令和５年１２月２６日（火）午後６時３０分～ 

開催場所 岩沼市中央公民館（視聴覚室） 

岩沼市里の杜一丁目２－４５ 

出席人数 ９名 

 

質問事項 設置者の回答内容 

今回解体するヨークベニマル棟、ダイソー

棟は、建替え後に再出店するのか。 

 ヨークベニマルは出店する予定ですが、そ

の他のテナントは未定です。 

→指針の対象外 

 駐車台数が３００台まで減少するようだ

が、不足するのではないか心配である。 

 駐車台数状況調査の結果、建替え後におい

ても駐車台数は３００台で充足すると考え

ています。 

→県の意見は不要 

 駐車台数の減少時期、テナントの退店時期

がいつ頃になるか教えて欲しい。 

 大店立地法上、駐車台数の減少時期は２０

２４年７月９日としていますが、実際の変更

時期については未定です。 

 テナントの退店時期については、テナント

側と個別相談の上、決定したいと思います。 

→県の意見は不要 

 

岩沼市の意見について 

 

意見内容 設定者の回答内容 

なし なし 

 

地元住民の意見について 

 

意見内容 設定者の回答内容 

なし なし 

 

交通対策等現地調査会の実施状況 

※店舗面積が３，０００㎡未満のため実施していない。 
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大規模小売店舗立地法に基づく県の意見 

 

届 出 者 株式会社上の組 

届 出 年 月 日 令和５年１１月８日 

店 舗 名 称 ブルームワールド岩沼 

所 在 地 岩沼市藤浪二丁目２０５－１ 外 

市 町 村 の 意 見 あり なし 

地域住民等の意見 あり なし 

県 の 意 見 案 

交 通 関 係 あり なし 

騒 音 関 係 あり なし 

廃 棄 物 関 係 あり なし 

そ の 他 ― 

意 見 案 県の意見はなし 

附 帯 意 見 案 

繁忙期など混雑が事前に予想される場合は、臨時駐車場を確保するな

どの対応を行い、周辺の交通状況の悪化を防ぐように十分に配慮願いま

す。 

 

 

 

 


